
環 境 配 慮 事 項 に 関 す る 特 記 仕 様 書 
 

・ 「相模原市環境方針」の趣旨を理解し、方針に添った業務を行うこと。 

 

・ 市への提出書類及び添付書類等は、原則として再生紙を使用すること。 

 

・ 業務実施時（書類提出、納品等）に車両を使用する場合は、アイドリングストップの実施を

徹底し、他社に運搬等を委託する場合は、アイドリングストップの実施を周知するように努

めること。 

 

・ 供給物品については、環境配慮製品を優先して供給すること。 

 

・ 業務実施に伴って発生するごみの減量化・資源化及び適正処理に努めること。 

 

・ 環境配慮製品に係る情報の提供に努めること。 

 

 

 

 

 

 


